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(57)【要約】
【課題】食料品の官能品質の劣化に対し有意な影響を生
じることなく、１つ以上の液相と、固体粒子とからなる
不均一混合物から形成される食料品を殺菌する方法を提
供する。
【解決手段】１つ以上の液相と、固体粒子とからなる不
均一混合物から形成される食料品を殺菌する方法であっ
て、（ｉ）塩分量の減少された濃縮液／粒子相を調製す
る調製工程と、（ｉｉ）通電加熱する工程と、濃縮相を
保持する工程とからなる殺菌する殺菌工程と、（ｉｉｉ
）無菌の濃縮相を冷却する冷却工程と、（ｉｖ）包装す
る包装工程と、濃縮相は、加熱する工程の後に、１つ以
上の液相と固体粒子とからなる前記不均一混合物の最終
的な配合に必要な無菌の塩水を含む水相と混合されるこ
とと、からなる方法。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の液相と、固体粒子とからなる不均一混合物から形成される食料品を殺菌する
方法であって、
　（ｉ）塩分量の減少された濃縮液／粒子相を調製する調製工程と、
　（ｉｉ）通電加熱する工程と、濃縮相を保持する工程とからなる殺菌する殺菌工程と、
　（ｉｉｉ）無菌の濃縮相を冷却する冷却工程と、
　（ｉｖ）包装する包装工程と、
　濃縮相は、加熱する工程の後に、１つ以上の液相と固体粒子とからなる前記不均一混合
物の最終的な配合に必要な無菌の塩水を含む水相と混合されることと、からなる方法。
【請求項２】
　前記無菌の濃縮相と無菌の塩水を含む前記水相との混合は、前記無菌の濃縮相の冷却を
最適化するように、殺菌工程と冷却工程との間に実施される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　無菌の塩水を含む前記水相は無菌の濃縮相との混合の前に１０℃未満の温度まで冷却さ
れる請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記無菌の濃縮相と無菌の塩水を含む前記水相との混合は、各相の配分の精度を改良す
るように、二重無菌配分による食料品の最終コンテナにおける包装中に実行される請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　殺菌温度まで加熱された前記濃縮相と殺菌温度まで加熱された無菌の塩水を含む前記水
相との混合は、混合の実施によって無菌状態が損なわれる危険を限定するように、保持工
程の前に実施される請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記濃縮相の液相の塩分濃度は０．５％未満である請求項１乃至５のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記濃縮相の成分の伝導率は均一であり、成分の伝導率の比は１対２を超えない請求項
１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記濃縮相の伝導率は２５℃で１０ｍＳ／ｃｍ未満である請求項１乃至７のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項９】
　２つの相の混合によって得られる溶液の塩分濃度が平均で０．７％となるように、前記
水相の塩分濃度は濃縮相の塩分濃度に応じて異なる請求項１乃至８のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記濃縮相は増粘剤を含有する請求項１乃至９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　濃縮相の通電加熱温度は１３０℃～１４０℃である請求項１乃至１０のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１２】
　濃縮相の殺菌は、温度上昇を提供する第１の通電加熱管の通過と、温度の均一化を提供
する中間の保持管の通過と、第２の温度上昇を提供する第２の通電加熱管の通過とによっ
て実施される請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の方法を実施するための、１つ以上の液相と、
固体粒子とからなる不均一混合物から形成される食料品を殺菌するための装置であって、
　塩分の添加された無菌の水相と、塩分量の減少された濃縮液／粒子相とが供給されるミ
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キサと、
　１つ以上の通電加熱管と、１つ以上の保持管と、冷却システムとを含む、前記濃縮相を
殺菌するための機器と、からなる装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は食料品、詳細にはスープの調製方法と、そうした方法を実施するための装置と
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スープなど、液相と粒子とを含む不均一な食料品の殺菌では、２つの相、即ち、液体相
及び固体相の存在に関連する加熱の不均一性の問題が生じる。
　液相と粒子とを含む食料品を加熱する方法は知られており、特許文献１に記載されてい
る。
【０００３】
　特許文献１は、固体粒子を含む液体からなる物質の混合物の連続的な流れを熱処理する
ための方法に関し、この混合物は１つ以上の熱交換器において一定の所望温度まで加熱さ
れる。この物質の混合物は、熱を保持する装置において一定時間この温度で保持されてか
ら、１つ以上の熱交換器において所望の最終温度まで冷却される。この従来技術の文献で
は、複数の寸法分画へ分割することの可能な寸法の異なる固体粒子を含む物質の混合物を
熱処理するために、検討する分画における固体粒子の寸法にしたがって、熱を保持する装
置における固体粒子の異なる寸法分画の通過時間を個別に調整することが提案されている
。この調整は、熱を保持する装置における液体の通過時間とは独立に提案され、固体粒子
は循環する液体によって連続的に回流される。
【０００４】
　この解決策では、混合物のうち、より大きな寸法の要素には、より長い熱処理時間を適
用することが提案されている。このため、この解決策では、無菌性を保証するのに適した
温度まで加熱してから、粒子の寸法にしたがって温度の保持を調整する。
【０００５】
　この解決策の欠点は、最大の寸法の要素を含む全ての要素の殺菌を保証するには、混合
物の初期加熱温度を高い値に設定する必要があることである。この高い値は大きな寸法の
要素には適するが、小さな寸法の要素には高過ぎる。これによって、このようにして調製
される食料品の官能品質の劣化が生じる。
【特許文献１】ＥＰ０３２３６５４　Ｂ１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　食料品の官能品質の劣化に対し有意な影響を生じることなく、１つ以上の液相と、固体
粒子とからなる不均一混合物から形成される食料品を殺菌する方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この欠点に応答して、本発明は、その最も一般的な態様では、１つ以上の液相と、固体
粒子とからなる不均一混合物から形成される食料品を殺菌する方法に関する。この方法は
、（ｉ）塩分量の減少された濃縮液／粒子相を調製する調製工程と、（ｉｉ）通電加熱す
る工程と、濃縮相を保持する工程とからなる殺菌する殺菌工程と、（ｉｉｉ）無菌の濃縮
相を冷却する冷却工程と、（ｉｖ）包装する包装工程と、濃縮相は、加熱する工程の後に
、１つ以上の液相と固体粒子とからなる前記不均一混合物の最終的な配合に必要な無菌の
塩水を含む水相と混合されることと、からなる。
【０００８】
　通電加熱は急速な温度上昇を可能とし、食品の官能品質を保持するので、食品を殺菌す
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るために用いられる。
　通電加熱では、電流を流すことによって食品の加熱が可能となる。電気の循環に対する
食料品の抵抗によって、温度の上昇が生じる。通電加熱装置は、管状の中央の導管と、そ
の両端に配置された電極とを備え、管及びその集合の中へ流体を導くことを可能とする孔
を有する。これらの２つの電極は、導管と、全体的な流体の流れ方向との両方に対し垂直
である。
【０００９】
　本発明では、通電加熱は、濃縮相を別個に加熱することに適合した、特定の形態によっ
て実施される。成分の伝導率がその塩分及び温度に依存するので、濃縮相の塩分を調整す
る目的は、その加熱を実施する条件を最適化することである。これは、加熱の不均一性が
、部分的には、複雑な食料品における成分の電気伝導率の差によるためである。
【００１０】
　概して、シチューや調理済み料理の塩分含有率は、０．７％～１．２％の範囲である。
この塩分は、食料品の調製中、液相に添加され、溶解される。しかしながら、液体から固
体の食料品の中心へのイオン拡散は、比較的遅く、工業的に制御することは困難である。
これによっては、粒子の電気伝導率は非常に不均一となる。この制約によって、通電加熱
用途の多くが均一な食料品にのみ関連することが、部分的に説明される。
【００１１】
　第１の実施形態では、無菌の濃縮相と無菌の塩水を含む水相との混合は、無菌の濃縮相
の冷却を最適化するように、殺菌工程と冷却工程との間に実施される。
　有利には、無菌の塩水を含む前記水相は無菌の濃縮相との混合の前に１０℃未満の温度
まで冷却される。
【００１２】
　第２の実施形態では、無菌の濃縮相と無菌の塩水を含む前記水相との混合は、各相の配
分の精度を改良するように、二重無菌配分による食料品の最終コンテナにおける包装中に
実行される。
【００１３】
　第３の実施形態では、殺菌温度まで加熱された前記濃縮相と殺菌温度まで加熱された無
菌の塩水を含む前記水相との混合は、混合の実施によって無菌状態が損なわれる危険を限
定するように、保持工程の前に実施される。
【００１４】
　一変形では、濃縮相の液相の塩分濃度は０．５％未満である。
　有利な一実施形態では、濃縮相の成分の伝導率は均一であり、成分の伝導率の差は１対
３を超えない。
【００１５】
　別の変形では、濃縮相の伝導率は２５℃で１０ｍＳ／ｃｍ未満である。
　有利には、２つの相の混合によって得られる溶液の塩分濃度が平均で０．７％となるよ
うに、水相の塩分濃度は濃縮相の塩分濃度に応じて異なる。
【００１６】
　好適には、濃縮相は増粘剤を含有する。
　好適な一実施形態では、濃縮相の通電加熱温度は１３０℃～１４０℃である。
　好適な一実施形態では、濃縮相の殺菌は、温度上昇を提供する第１の通電加熱管の通過
と、温度の均一化を提供する中間の保持管の通過と、第２の温度上昇を提供する第２の通
電加熱管の通過とによって実施される。
【００１７】
　また、本発明は、この方法を実施するための、１つ以上の液相と、固体粒子とからなる
不均一混合物から形成される食料品を殺菌するための装置に関する。この装置は、塩分の
添加された無菌の水相と、塩分量の減少された濃縮液／粒子相とが供給されるミキサを備
える。また、この装置は、１つ以上の通電加熱管と、１つ以上の保持管と、冷却システム
とを含む、濃縮相を殺菌するための機器を備える。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、本発明による第１の装置例の概略図である。
　この装置は、２つの並列の生産ライン、即ち、濃縮相の調製及び殺菌のための第１のラ
イン（１００）と、水相の調製及び殺菌のための第２のライン（２００）とを備える。最
終ステーション（３００）は、このように殺菌及び調製された２つの相の混合と、その包
装とを行う。
【００１９】
　第１殺菌ライン（１００）は、ミキサの組み込まれている容器によって形成された投入
ホッパ（３）を備える。このホッパ（３）に、野菜片、肉片、水、１つ以上の増粘剤、香
味料、及び調味料が供給される。
【００２０】
　この混合物の塩分は、後述のように検査及び調整される。詳細には、塩分含有量は目標
の最終含有量未満であり、主として所望の通電加熱条件にしたがって調整される。同様に
、水含有量は良好な均一性を保証することを可能とするように調整されるため、粘性のキ
ャリヤ相によって固片（肉、野菜）が輸送されるように混合物を濃縮し、通電加熱管にお
いて良好な熱伝導及び良好な輸送能を提供することが所望される。
【００２１】
　陽圧の移送ピストン又はローブポンプ（２）は、バッファタンク（４ａ）に供給を行う
。陽圧の移送ポンプ（２）の主要な特性は、固片の完全性を保持しつつ、大きな固片を有
する食料品の移送を可能とすることである。バッファタンク（４ａ）の内容物は第２のポ
ンプ（５）の連続的な流れの供給に用いられ、この第２のポンプ（５）によって通電加熱
管（６）が供給される。
【００２２】
　この上流の供給系の全体は、混合物に含まれる固片を保持するように構成される。
　通電加熱管（６）は絶縁材料製の管からなり、電圧源（１）によって電圧供給される電
極（７）を備える。濃縮相の電圧及び通過時間は、加熱し過ぎることなく濃縮相の全ての
要素の殺菌を保証するように調整される。加熱パラメータは、装置の出力における細菌学
的品質が満足な水準に達するまで、時間、電極に印加される電圧、又はその両方を漸増す
ることからなる実験的な方法によって設定される。これらのパラメータの保持は、通電加
熱管（６）の出力における温度を測定する温度プローブに接続された調整装置によって制
御され得る。
【００２３】
　通電加熱管（６）は、食料品の連続的な流れを加熱することを可能とし、食料品の成分
の通過時間を一様とするような、特定の構成を有することが可能である。通電加熱管（６
）は、電気絶縁材料製の、管状の断面を有する加熱管を備える。この加熱管は、その両端
に環状電極を有する。この２つの電極は電源に接続されている。加熱装置は、第１のモー
タに駆動されるフィードポンプによって供給される。管は、加熱チャンバにおいて供給流
速と同期した流速を提供するように制御された第２のモータによって駆動される、非導体
材料からなる螺旋管を備える。螺旋管は２つの連続するセグメントによって区分された空
間を画定し、加熱管の中へ導かれる食料品を、その不均一性にもかかわらず、定常的に推
進する。
【００２４】
　通電加熱管（６）の出力における濃縮相は、濃縮相の温度を均一化し殺菌処置を完了さ
せるように温度を保持するための管から形成された保持管（８）に供給する。保持管（８
）の出力において、このようにして殺菌された濃縮相は、管状熱交換器（９）により冷却
される。管状熱交換器（９）の壁は冷水の循環によって冷却される。次いで、無菌の濃縮
相はバッファタンク（４ｂ）に貯蔵される。
【００２５】
　第２の殺菌ライン（２００）は塩水の供給を含む。この塩水の塩分は、２つの相の混合
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後の最終生成物が、満足な塩分含有量を有するように調整される。この液相の含有量は、
最終的な混合後に濃縮相における塩分の不足を補償するように決定される。
【００２６】
　このライン（２００）は、板状熱交換器（１１）において加熱することによる殺菌手段
を有する。制御弁は、所望の最終的な塩分及び水の含有量にしたがって、殺菌された液相
の流速を調整する。過剰な水相は戻路によって第２の殺菌ラインの中へ再び導かれる。
【００２７】
　次いで、２つの殺菌された相は包装ステーション（１０）において混合される。
　この装置は単に本発明の実施形態の非限定的な例を構成するものであり、以下の記載は
、この装置によって実施される方法のより詳細な工程に関する。
【００２８】
　濃縮相では、２つの相、即ち、液体であるいわゆるキャリヤ相と、固相とが区別される
。濃縮相は最終の食料品を製造するために必要な成分を全て含む。しかしながら、成分の
伝導率が比較的均一である濃縮相を得るように、減少させられた量の水及び塩が供給され
、粒子とキャリヤ相との間に均一な加熱を行う。異なる成分間の伝導率の差は、１対３の
因子を超えない。
【００２９】
　固体成分の電気伝導率は、２５℃にて２～６ｍＳ／ｃｍ程度と、充分に小さくなり得る
。
　このキャリヤ相の平均の伝導率は、２５℃にて１０ｍＳ／ｃｍ以下である。これによっ
て、濃縮相の塩分含有量は０．５％未満となる。
【００３０】
　加熱後に濃縮相と混合される水相は、塩水である。塩は主として塩化ナトリウムからな
る食用の塩を意味するが、塩の起源及び生産方法に応じて天然の汚染物質も種々の量で存
在し得る。この相の塩分濃度は、濃縮相の比率と、濃縮相に存在する塩分含有量とに依存
する。例えば６０％に濃縮され、０．５％の塩分が添加された相では、再構成された食料
品において０．７％の平均塩分を得るには、塩水の量は４０％であり、塩分含有量は１．
３％となる。
【００３１】
　水相の殺菌は、その塩分濃度に応じて異なる。これは、塩分濃度が１．５％を超える場
合、殺菌は孔径０．２μｍの二重フィルタを通じるろ過によって行われるためである。一
方、１．５％未満の塩分濃度では、図１に概略的に示すような管状熱交換器又は板状熱交
換器において、食料品に１４０℃で従来の熱殺菌を行うことが可能である。
【００３２】
　本発明では、加熱又は殺菌後、食料品の最終的な組成を得るために、濃縮相に無菌の水
相が添加される。
　実際、濃縮相が通電加熱管６によって加熱されると、続く工程の全てにおいて、濃縮相
と水相とは等しく良好に混合される。
【００３３】
　第１の実施形態では、図１に概略的に示すように、食料品の最終コンテナにおいて、包
装中、二重無菌配分することによって、混合を行う。二重無菌配分の手法では、予備殺菌
コンテナの中へ濃縮相、水相を続けて正確に配分することが可能である。コンテナの予備
殺菌は、過酸化物又は他の殺菌方法の使用によって実施され得る。混合は、無菌環境、即
ち、例えば、層流下において、又は無菌空気の加圧されたチャンバにおいて行われる。コ
ンテナは、密閉封止されると、２つの相を混合するように攪拌され得る。
【００３４】
　第２の実施形態では、混合は、さらに上流において、詳細には保持管８の出力において
行われる。この場合、塩水は、濃縮相の中へ送り込まれる前に１０℃未満の温度まで冷却
される。最終の混合された食料品の温度は４０℃未満である必要があるので、この手法に
よって、濃縮相の冷却を最適化することが可能となる。
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【００３５】
　第３の実施形態では、混合は、保持管８の前において殺菌温度まで加熱された２つの溶
液を混合することによって、通電加熱後に直接的に行われる。これによって、無菌領域外
で混合を行うことが可能となり、結果的に、混合の実施によって無菌状態が損なわれる危
険を限定することが可能となる。上述の混合の組合せを想定することもできる。
【００３６】
　濃縮相の通電加熱は、２つの通電加熱部６ａ，６ｂ（図２）を直列に使用することによ
って改良され得る。この実施形態では、２つの通電加熱部６ａ，６ｂは、中間の保持管８
ｂによって区分されている。中間の保持管８ｂによって、第２の通電加熱部６ｂにおける
新たな温度上昇の前に、濃縮相の粒子と液体との間に均一な温度を提供することが可能と
なる。伝導率は成分の温度の関数であるので、この温度の均一化によって第２の通電加熱
サイクルを最適化することが可能となる。
【００３７】
　この追加の保持によって、依然として比較的低い温度が生じるため、食料品の官能品質
の劣化に対し有意な影響は生じない。
　第２の通電加熱部６ｂの後、濃縮相によって経験される処理は、上述と同じである。即
ち、濃縮相を最終の保持管８を通過させ、管状熱交換器９によって冷却し、包装システム
１０によって濃縮相及び水相を包装することによって、細菌の減少を可能とする。
【００３８】
　中間の保持管８ｂの使用によって、容量／最終保持時間の比率を低減することが可能と
なるため、食料品の官能品質をより良好に保持することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】１つの通電加熱部を備える、食料品の殺菌及び包装を可能とする装置の概略図。
【図２】直列に２つの通電加熱部を備える、食料品の殺菌及び包装を可能とする装置の概
略図。
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